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１　応募の要領

　情報通信研究機構では、身体障害者（以下「チャレンジド」という。)のための通信・放送役務の提供、又は開発を支援することを目的として、平成２４年度の情報バリアフリー事業助成金（チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金）の助成対象事業者を下記の要領で公募し申請を受け付けます。
（１）公募期間
平成２４年３月１２日（月）～平成２４年４月１６日（月）１７：００まで
（２）応募方法
申請書類は、提出先窓口へ直接持ち込む方法か、郵送にて受け付けます。

また、同時に電子ファイルを、件名を「平成２４年度情報バリアフリー事業助成金申請書」として kakusa@ml.nict.go.jp 宛てお送りください。　
【提出先】184-8795　東京都小金井市貫井北町４－２－１
独立行政法人　情報通信研究機構
産業振興部門　情報バリアフリー推進室　宛
なお、郵送の場合、送付用の封筒等の表面に「情報バリアフリー事業助成金申請書在中」と朱書きして下さい。
（３）応募の締切
申請書類は、平成２４年４月１６日（月）の１７：００を受付の締切りとします。
　　　郵送による場合も、同日同時刻までに情報バリアフリー推進室必着とします。締切り後の申請は受理いたしませんのでご注意ください。
（４）申請に必要な書類（原本の他コピーを１部提出して下さい。）
　　　申請に必要な書類（申請書類）は次のとおりです。

○　チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金交付申請書（様式第１）
　○　上記の申請書の添付書類
　　　添付書類１（助成対象事業総括表）
　　　添付書類２－１（申請者概要説明書）
　　　添付書類２－２（株主等一覧表）
　　　添付書類２－３（経営状況表）
　　　添付書類２－４（履歴書（代表者））
添付書類３－１、２、３（提供又は開発する通信・放送役務の内容等説明書。）

なお、添付書類とは別に以下の資料を添付してください。

①利用者のニーズが高いことの具体的、客観的な説明、及び、その根拠を示す資料
②年度内の役務提供についての具体的な実施計画（具体的な作業項目とスケジュール、役務提供開始時期等が判る具体的な計画表）、及び　成果内容
添付書類４（助成対象経費等説明書）なお、添付書類とは別に自立化に向けた具体的な取り組み内容を示す資料を添付してください。
　　　添付書類５（助成対象経費積算表。）なお添付書類とは別に、積算表の各品名ごとに更にその内訳（発注単位等の具体的な品目）毎の単価、数量、合計額等、費用算出の根拠となる詳細資料を添付してください。単価については見積書を添付し、無いものについては単価の根拠を示してください。また、労務費単価の根拠資料（想定している体制表、各担当者ごとの費用見込(単価、時間、合計額)の資料）も添付してください。
　　　添付書類６（イラスト図）
○　添付書類として必要な財務諸表（貸借対照表、損益計算書、一般管理費及び利益金処分（損失金処理）計算書（注）（ある場合））を３期分

(注) 平成１８年５月期決算以降の会社法適用分は、対応の計算書類及び附属明細書の写し
　○　添付資料として必要なパンフレット　

なお、用紙は原則として日本工業規格Ａ版（Ａ４版）を用いて下さい。パンフレット、財務諸表等で大きさが異なる場合は、Ａ４版の写し（コピー）で提出して下さい。
（５）申請書の記入方法

申請書類の作成に関しては、この応募要領の各項を参照するとともに、各様式並びに添付書類の注意事項、ページの制限、補足事項等を守り、誤記、記入漏れないようよろしくお願いします。

なお、申請書類の作成に際してご不明の点は下記の連絡先にお問い合わせください。
（６）注意事項、その他
①　受理した申請書類は原則として返却しません。情報通信研究機構からの問い合わせに際して必要となりますので、必ず手元に写しを保存しておいて下さい。
②　申請された助成対象事業について、チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金交付申請書(様式第１)に記載の申請者名、所在地（都道府県名）及び助成対象事業の名称を公表することがあります。

　　また、「NICT情報バリアフリー研究開発等支援事業　成果発表会」への参加と事業の概要や成果等の発表をお願いする場合があります。このときの発表内容をホームページ等で公表することがあります。
③　郵送で応募される場合は、送付途上での紛失、事故等による未着、到着の遅れ等も予想されるため、書留郵便の利用等をお勧めします。　
④　申請書類に不備があった場合、応募期間中（締切りまで）であれば、書類の差し替え、修正等に応じます。お気づきの場合は、まず速やかに下記の連絡先にご一報下さい。また、情報通信研究機構において申請書の不備を見つけた場合、担当からご連絡しますので、速やかに差し替え、修正をお願い致します。
⑤　審査の途中経過に関するお問い合わせには、一切応じかねますのであらかじめご承知下さい。
（７）問い合わせ・連絡先
【連絡先】独立行政法人　情報通信研究機構　産業振興部門　情報格バリアフリー推進室
担当　笠木 繁樹、前田 哲男
ＴＥＬ　０４２－３２７－６０２２　　ＦＡＸ　０４２－３２７－５７０６
ＵＲＬ　http://www.nict.go.jp　　Ｅ－ｍａｉｌ　kakusa@ml.nict.go.jp
（Ｅ－ｍａｉｌの件名には「情報バリアフリー事業助成金」関連の照会である旨を明記してください。）
２．制度の概要


　制度の概要は以下の通りです。詳細については、チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金交付要綱（以下「助成金交付要綱」という。）を参照して下さい。
（１）制度の目的
本制度は、身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある人がこれを円滑に利用できるよう、通信・放送役務の提供又は開発を行う民間企業等に対して、情報通信研究機構（以下「機構」という。）が予算の範囲内で必要な資金の一部を助成することにより、通信・放送役務の利用に関するチャレンジドの利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とするものです。
（２）助成対象
助成対象は、身体上の障害のために利用に支障が生じている通信・放送役務について、チャレンジドがこれを円滑に利用できるようにするための通信・放送役務の提供又は開発であって、チャレンジドの利便の増進に著しく寄与するものとします。

ただし、字幕番組、解説番組などの放送番組の制作に係るものを除きます。

（３）助成金の交付対象
所定の助成金交付申請書で提出された申請案件の中から、助成金の交付決定を受けたものに対して交付されます。
交付決定は、機構内に設置された学識経験者、有識者等からなる評価委員会の審査結果を参考として機構が決定します。

なお、必要に応じて評価委員会において、申請者に対してヒヤリングを行う場合があります。(申請者の自己負担によって情報通信研究機構の指定する場所に来ていただきます。)

（４）助成対象の選定基準
機構は、次の各号に掲げる事項を基準として、助成対象事業者を選定します。
ア　助成対象事業を的確に遂行するに足る能力を有すること。
イ　助成対象事業の内容が次の各要件に合致すること。

· 有益性：提供又は開発される通信・放送役務が、チャレンジドの利便の増進に著しく寄与するものであること。

· 波及性：提供又は開発される通信・放送役務に関するチャレンジドのニーズが高く、事業実施の効果が全国的に広く及ぶものであること。
（ニーズの高さについては、具体的、客観的に説明されており、またその根拠を示す資料の添付されていること。）

ウ　助成対象事業に係る資金調達が自己のみによっては困難であること。
　　（自己のみによる資金調達については、当面は困難であっても、５年目程度を目途とした事業拡大等による自立化に向けての取り組み内容を示す資料の添付が必要です。なお、平成２５年度以降の助成対象の選定に際しては、自立化に向けての取り組み実績も考慮する予定です）
エ　助成対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有すること。
オ　助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
カ　平成24年度公募については、サービス提供主体が民間企業である場合には、中小企業が対象となります。中小企業の定義については、別紙１のとおりです。
なお、本助成制度の主旨に反するもの、助成事業の確実な実施に疑義のあるもの等については交付決定後においても、この一部又は全部が取り消される場合があります。

（５）助成金交付の対象となる経費
助成金交付の対象となる経費（助成対象経費）は、助成対象期間（助成金の交付決定の日から当該年度の末日まで）において支出された経費であって、助成対象事業を行うために直接必要な経費です。助成対象経費の詳細については、別紙２を参照してください。
（６）助成限度額
助成金は、助成対象経費として妥当であると判断された経費の全額に対して支払われるものでなく、単年度あたり、助成対象経費の２分の１の額を限度とします。

このため、機構の予算額及び助成採択件数によっては、助成率が２分の１以下になることがあります。
（７）助成金の交付決定後の遵守事項
助成金事業は、国の一般会計補助金を原資として行われるものであるため、助成対象事業者は当該助成金の使用に際して、国の補助金の使用に準じた制限を受けることになります。（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）など）

また、必要に応じて機構や会計検査院による実地検査などを行う場合があります。
なお、これらの規定に反したと機構が認める場合は、交付決定を取り消す場合があります。
（８）実績報告
助成金は、原則として、助成対象事業を計画どおり実施した証拠となる実績報告書（使用した経費に係る経理証拠書類等）をもって支払われる精算払いであり、実際に助成金の交付を受けるためには、実績報告書を機構に提出し、事業終了の認定を受けて助成金の額の確定を行わなければなりません。

（９）事業成果報告と収益納付

　　　助成対象事業者は、助成対象事業が終了した年度以降５年間、毎会計年度終了後３ケ月以内に当該助成対象事業に係る過去１年間の事業成果について、事業成果報告書を作成し、機構に提出しなければなりません。

　　　また、機構は、事業成果報告書において、助成対象事業者に、当該助成対象事業の実施結果の企業化等によって、相当の利益が生じたと認めたときは、助成対象事業者に対して、交付した助成金の全部または一部に相当する金額を納付させる場合があります。
（１０）申請から交付のスケジュール
　　　申請から交付までのスケジュールは概ね以下のようになります。

３月中旬　　　　４月中旬　　　　６月下旬　　　　　　　　　　　翌年４月

　　



（１１）その他
本助成金は、中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）の平成２４年度予算に係る｢特定補助金等｣に指定される予定です。

特定補助金等に指定された場合において、本補助金を交付された方は、その成果を利用した事業活動を行う際、信用保証協会による債務保証枠の拡大、担保と第三者保証人が不要な特別な債務保証枠の新設、中小企業投資育成株式会社法による投資対象の拡大等の特例の支援措置を受けることが可能になります。
３　申請書類

様式第１（第６項（１）関係）
チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　
　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長　殿
住所　（郵便番号「×××－××××」を含む）
氏名　（団体の場合には、団体名及び代表者氏名）印
（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）
　チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金交付要綱（以下「助成金交付要綱」という。）第６項（１）の規定に基づき、下記のとおり助成金の交付を申請します。

助成金の交付を申請するに当たって、法令及び助成金交付要綱の規定に違反する行為を行わないことを確約します。
記
１　助成対象事業の名称及び概要



事業名称を極力平易な言葉を用いて特徴を表現してください。交付が決定された時のため、公表されてもいい名称としてください。「＊＊＊＊の提供」など、提供、又は開発のいずれかがわかるようにしてください。



行を変え、概要を２、３行で記述してください。

２　助成対象事業に要する経費の額及び助成対象経費の額（その内訳及び算出基礎を含む。）



＊＊＊＊＊＊＊＊＊　千円　　（内訳は添付書類４，５　のとおり）
３　助成金交付申請額


＊＊＊＊＊＊＊＊＊　千円
４　助成対象事業の開始及び完了予定日



平成＊＊年＊＊月＊＊日　から　平成＊＊年＊＊月＊＊日　まで
平成２４年６月から平成２４年３月の範囲内で申請してください。

また、申請用紙の形態を崩さずに、ここまでが１ページに収まるようにしてください。

添付書類
　１　助成対象事業総括表

　２　申請者概要説明書

　３　提供又は開発する通信・放送役務の内容等説明書

　４　助成対象経費等説明書
　５　助成対象経費積算表
　６　イラスト図
（添付書類１）
助成対象事業総括表
１．申請者概要

	フリガナ
	

	会社名
	

	住所
	

	事業内容
	

	概要
	（設立）：　　年　　月

（従業員数）：　　　　人　　　　（資本金）：　　　　　千円

（主要株主）：　　　　　　（　　　％）、　　　　　　（　　　％）

	年　月期
	（売上高）　　　　　　千円　　　（経常利益）　　　　　　千円

	年　月期
	（売上高）　　　　　　千円　　　（経常利益）　　　　　　千円


２．チャレンジド向け通信・放送役務の内容
	役務の名称
	（申請書（様式第１）に記載の助成対象事業の名称）

	役務の対象
	（添付書類３－１を簡潔かつ明瞭に記載のこと。）

	役務の内容
	（添付書類３－１を簡潔かつ明瞭に記載のこと。）

	有益性
	（添付書類３－１を簡潔かつ明瞭に記載のこと。）

	波及性
	（添付書類３－１を簡潔かつ明瞭に記載のこと。）


３．対象経費等［対象期間］　平成　年　月　日　～　平成　年　月　日

	対象経費
	千円

	交付申請額
	千円


４　助成金の必要性等

	助成を必要

とする理由
	

	助成金以外

の資金調達
	

	他の助成金制度活用の有無
	


	（事務局記入欄）




（記入上の注意）全体を１頁でまとめること。
（添付書類２－１）
申請者概要説明書

	現在の事業内容
	（現在営んでいる事業及び主たるサービス（製品）、これまでに提供・開発したチャレンジド向け通信・放送役務の成果の概要、株主等一覧（添付書類２－２）、経営状況（添付書類２－３）等を記載のこと。必要に応じパンフレット添付のこと。）
［売上構成の概要］

	
	サービス（商品）名
	年間売上高
	構成比

	
	
	千円
	％

	
	
	千円
	％

	
	その他サービス（商品）品
	千円
	％

	
	合計
	千円
	１００％

	企業コード
	（帝国データバンクの企業コードがある場合には記載のこと）

	申請者の略歴
	（会社の沿革を記載のこと。必要に応じパンフレット添付のこと。）



	代表者の氏名
	（代表者とは団体の代表者（法人であれば代表取締役等）のこと。）

	本社等の所在地
	（本社及び主な事業所等の所在地を記載のこと。）

	会社設立日及び
上場又は登録日
	（申請者が法人等の場合には、創業年月、会社設立日、証券取引所への上場日又は証券業協会への店頭登録日等を記載のこと。）

	取引金融機関
	（現在の主な取引金融機関名、支店名等を記載のこと。）

	借入金
	（前年度末における全ての借入金の額を記載のこと。）　　　　千円

	チャレンジド向け通信・放送役務に要する経費
	決算期
	当該通信・放送役務に要する経費
	会社の全売上高
	全売上高に占める当該経費の比率

	
	今年度予定
	千円
	千円
	％

	
	（前年度）
	千円
	千円
	％

	公的支援の導入の有無（名称、時期、対象事業等）
	（過去又は現時点で、国、又は地方自治体その他の公的団体から出資、融資、その他を受けている場合、情報通信研究機構から別の制度で支援を受けている場合は必ず記載のこと。）


（記入上の注意）全体を１頁でまとめること。
（添付書類２－２）
株主等一覧表

１．株主
（平成　　年　　月　　日現在）

	株主氏名
	住所
	持株数
	持株比率
	備考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


［注］株主が法人の場合は、備考欄にその法人の資本金及び従業員数を記載のこと。
　　　株主が個人の場合は、備考欄に当社との関係を記載のこと。
２．役員
（平成　　年　　月　　日現在）

	役職名
	常非
	氏名
	担当業務
	備考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


［注］他者の役員を兼務している場合は、備考欄に会社名及び職名を記載のこと。
（添付書類２－３）
経営状況表







会社名




（単位：千円）

	
	第　　　期
　　年　月　日から
　　年　月　日
	第　　　期
　　年　月　日から
　　年　月　日
	第　　　期
　　年　月　日から
　　年　月　日

	売上高　　Ａ
	
	
	

	経常利益　Ｂ
	
	
	

	総資本　　Ｃ
	
	
	

	自己資本　Ｄ
	
	
	

	流動資産　Ｅ
	
	
	

	当座資産　Ｆ
	
	
	

	流動負債　Ｇ
	
	
	

	総資本経常利益率
（Ｂ×１００）／Ｃ
	％
	％
	％

	売上高経常利益率
（Ｂ×１００）／Ａ
	％
	％
	％

	自己資本比率
（Ｄ×１００）／Ｃ
	％
	％
	％

	流動比率
（Ｅ×１００）／Ｇ
	％
	％
	％

	当座比率

（Ｆ×１００）／Ｇ
	％
	％
	％


［注１］本資料は、過去３期の財務諸表により作成のこと（設立後３期未満の場合は過去１期または２期分で可。設立後１期未満の場合は上部余白に｢設立後１期未満｣と記載して表は空欄で提出。）
［注２］金額は、百円の位を四捨五入して千円単位で記載のこと。率は、少数第２位を四捨五入して少数第１位まで記載のこと
［注３］本資料の根拠となる財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益金処分（損失金処理）計算書のほか、製造原価明細書、販売費及び一般管理費明細書）各３期分の写しをＡ４版用紙にて添付のこと。
（添付書類２－４）
履　歴　書（代　表　者）
	フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　大正・昭和　　年　　月　　日生まれ　　　歳
氏　名


	現住所　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　（　　　　　）

	年月日
	学　　　　　　　　歴

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	職　　　　　　　　歴

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	そ　　　の　　　他

	
	

	
	

	
	

	上記の通り相違ありません。　　　　　　　住所
　平成　　年　　月　　日　　　　　　　　氏名　　　（署名）　　　［印］



［注］代表者とは団体の代表者（法人であれば代表取締役等）のこと。
（添付書類３－１）
チャレンジド向け通信・放送役務の内容等説明書
１．役務の内容

	役務の名称
	（申請書（様式第１）に記載の助成対象事業の名称。簡潔かつ明瞭に記載のこと。適切な名称を記載のこと。なお、提供又は開発のいずれかを記載のこと。）

	役務の対象
	（サービスの対象者及び実施地域について記載すること。実施地域が限定的である場合には、その理由及び対象地域の拡大の見通しについて触れること。）

	役務の内容
	（助成対象となるチャレンジド向け通信・放送役務の内容について具体的かつ詳細に記載のこと。現在、健常者が受けているどんな通信・放送役務(サービス)を身体上の障害のためにどういった支障があり、これを円滑にするためにどういった役務を提供するのかを記載のこと。開発申請の場合、開発後に提供する役務について記載のこと。

紙面が不足する場合は、全体を別頁とすること。）



	ア　有益性
	（助成対象となるチャレンジド向け通信・放送役務がチャレンジドの利便の増進に著しく寄与するものであることを客観的に記載のこと。）



	イ　波及性
	（助成対象となるチャレンジド向け通信・放送役務がチャレンジドのニーズが高く、事業実施の効果が全国的に広く及ぶものであることを客観的に記載のこと。また、ニーズの高さについては、具体的、客観的に説明し、その根拠を示す資料を添付すること。）

	役務提供までの事業計画
	（以下、役務の「開発」に係る助成を申請する者のみ記載。「開発」のみで、これを用いた本人による役務提供の計画がない場合は、本助成の対象にならない。）

	平成　　　年度
	（年度毎の開発事項、事業の進展等、開発された役務が実際に提供されるまでのプロセスを記載のこと。当該役務が、早期かつ確実に利用者に「提供」されることが望まれる。）

	平成　　　年度
	

	平成　　　年度
	


（記入上の注意）「１．役務の内容」全体を３頁でまとめること。
（添付書類３－２）

チャレンジド向け通信・放送役務内容等説明書

２．実施体制

	事業を実施する組織、体制及び人員等
	（助成対象事業を実施する組織・体制を図示するとともに、これに従事する者の人数、個々のセクションの代表者等を記載のこと。紙面が不足する場合は、下記「協力企業、協力者等」と併せて別頁とすることも可。）



	協力企業、

協力者等
	（事業の実施に当たって、出資以外の面で協力が得られる企業、団体又は個人がいる場合には、当該企業、団体又は個人名とその協力関係について具体的に記載のこと。上記「事業を実施する組織、体制及び人員等」に含めて記載することも可。）



	機構連絡窓口
	氏　名：

職　名：　　（助成対象事業に係る窓口を担当する者の氏名、
所　属：　　　職名、所属及び連絡先を記載のこと。）
連絡先

　　　ｔｅｌ：

Ｅ－ｍａｉｌ：

	経理担当者
	氏　名：

職　名：　　（助成対象事業に係る経理を担当する者の氏名、
所　属：　　　職名、所属、略歴及び連絡先を記載のこと。）
略　歴：

連絡先

Ｅ－ｍａｉｌ：

	監査役の氏名及び会計監査人による監査の有無
	氏　名：

（監査役を置いていない場合には、無と記入）

会計監査人による監査　　　有　・　無

（公認会計士又は監査法人の監査証明の有無について回答）


（記入上の注意）「２．実施体制」全体を２頁以内でまとめること。

（添付書類３－３）

チャレンジド向け通信・放送役務内容等説明書

３．助成対象事業の需要見通し

	市場の現状
	（助成対象事業に係る市場規模、市場内主要企業名及びそのシェア等について記載のこと。数字・データ等を引用する場合には、根拠又は出典を附記すること。または、助成対象事業に関する障害者団体の意見などを記載し、需要見通しを明確にすること）（＊）


	今後の見通し
	（助成対象事業、市場全体の見通しについて記載のこと。数字・データ等を引用する場合には、根拠又は出典を附記すること。　　継続の場合は、継続して助成金が必要な理由についても記載すること。）




（＊）事業としての需要見通しとは別に、利用者のニーズが高いことの具体的、客観的な説明、及び、その根拠を示す資料を「添付資料書類３－１　１．役務の内容　イ波及性」に添付してください。
４．助成対象事業の実施に係る各年度の具体的な見通し

（単位：百万円）

	決算期
	売上高
	経常利益
	算出根拠
	自立化に向けた取り組み

	年度
	
	
	
	

	年度
	
	
	
	

	年度
	
	
	
	


［注１］助成金申請年度を含めた３カ年度について、記載のこと。

［注２］算出根拠については、できるだけ具体的に記載のこと。

［注３］自立化に向けた取り組みについては、本欄には、取り組みの概要を記載するとともに、助成対象事業の自立化の目標年度[５年程度が目途]を設定し、提供する役務の料金設定、役務利用者の拡大、事業外収入の確保等、事業拡大等による自立化に向けた年度別の具体的取り組みを示す資料を「添付書類４」に添付してください。
５．継続案件について

助成開始年度から各年度の事業の実績

（単位：百万円）

	決算期
	内容
	売上高
	経常利益
	ユーザー数
	自立化に向けた取り組み注

	年度


	
	
	
	
	

	年度


	
	
	
	
	

	年度


	
	
	
	
	


［注］今回は任意とし、特記事項があれば記載してください。来年度は記載を必須とする予定です。
（添付書類４）
助成対象経費等説明書

１．助成対象経費及び助成金申請額

	年度
	助成対象経費
	助成金申請額

	平成　　　年度
	　　　　　　　　　　　　千円
	　　　　　　　　　　　　千円

	平成　　　年度
	　　　　　　　　　　　　千円
	　　　　　　　　　　　　千円


［注１］助成対象経費は、助成対象期間中に支払い済みとなる経費（額が確定する経費）に限る。
［注２］申請年度の次年度も申請する予定である場合、次年度についても記載。この場合、「助成金申請額」とあるのは「助成金期待額」と読み替える。

２．助成対象経費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	支出
	費用区分
	助成対象経費
	助成金交付申請額

	
	機械装置等購入費
	
	左記の５０％以下とすること

	
	外注費・委託費
	
	左記の５０％以下とすること

	
	労務費
	
	左記の５０％以下とすること

	
	その他の経費
	消耗品費
	
	左記の５０％以下とすること

	
	
	諸経費
	
	左記の５０％以下とすること

	
	
	（小計）
	
	

	
	合計
	
	


	収入
	調達区分
	金額
	備考

	
	自己資金
	
	

	
	借入金
	
	（借入予定の金融機関名）

	
	役員等からの借入金
	
	（主な役員の氏名等）

	
	その他の収入
	
	（具体的な内容等）

	
	合計
	
	合計に占める助成金交付

申請額の比率　　　％

（５０％以下とすること）

	
	助成金交付申請額
	
	


［注］全体を１頁とし、各経費の費目に際しては「別紙２」を参照のこと。

　　　なお、本助成金は精算払いが原則であるため、助成金以外の「収入」の合計欄と「支出」の合計欄の金額が同一となるよう記入すること。
（添付書類５）
助成対象経費積算表

	費目名
	品名
	単価（円）
	数量
	金額（円）
	用途

	機械装置等購入費

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	外注費・委託費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	労務費

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	消耗品費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	諸経費
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	
	合計


	
	


［注１］添付書類４の助成対象経費の積算内容について記載のこと。
［注２］単価は、時価、実購入価格を基準とすること。
［注３］費用毎に整理して記載のこと。用紙が足りない場合は別頁とすること。


費用区分は、応募案内の最後に添付されている別紙２を参照のこと。
［注４］用途欄は、簡潔かつ明瞭に記載のこと。
［注５］発注予定日から検収予定日が、助成対象期間中であること。

（添付書類６）
イラスト図
　提供又は開発する通信・放送役務に関するイメージ図、システム図等を具体的にＡ４版を用い１頁以内で記載のこと。
別紙１

中小企業の定義

　中小企業であるかどうかについては、業種ごとに資本金基準と従業員基準の二つの基準【表】があり、いずれか一方を満たせば、中小企業として、この助成事業の対象となります。

なお、みなし大企業については、この助成事業の対象とはなりません。

※『みなし大企業の定義』

・発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している法人

・発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している法人

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている法人

上記の「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいます。

ただし、以下に該当する者については、上記の「大企業」として取り扱わないものとします。

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

【表】
	主たる事業として営んでいる業種
	資本金基準

資本の額又は

出資の総額
	従業員基準

常時使用する

従業員の数

	製造業、建設業、運輸業及びその他の業種（下記以外）
	３億円以下
	３００人以下

	
	ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）
	３億円以下
	９００人以下

	小売業
	５千万円以下
	５０人以下

	サービス業（下記３業種を除く）
	５千万円以下
	１００人以下

	
	ソフトウェア業及び情報処理サービス業
	３億円以下
	３００人以下

	
	旅館業
	５千万円以下
	２００人以下

	卸売業
	１億円以下
	１００人以下


注：常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
別紙２
助成対象経費の費目とその範囲
	費目
	助成対象経費の範囲

	Ⅰ　機械装置等購入費
	　助成対象事業に必要な機械装置（電子計算機を含む。）及び工具器具備品（耐用年数１年以内のものを除く。）の購入、製造、改造、借用、修繕又は裾付けに必要な経費。

	Ⅱ　外注費・委託費
	助成対象事業に必要な機械装置の設計、試作品の試験若しくは評価又はソフトウェアの制作等の外注又は委託に必要な経費。

	Ⅲ　労務費
	　助成対象事業に直接従事する職員等に対する人件費。各々の人件費は基本給のほか、賞与、家族手当、住宅手当及び法定福利費を含むが退職金は除く。

	Ⅳ　その他の経費
	１  消耗品費
	　助成対象事業を行うために直接必要な材料及び消耗品費。試作品の製造に必要な経費を含む。　

	
	２　諸経費
	　助成対象事業を行うために直接必要な旅費、文献購入費、コンピュータ使用料、運送費、賃借料その他事業に必要な経費として機構が認めた経費。


別紙３
助成対象経費についての留意事項

１　共通の留意事項

　助成対象経費は、直接助成対象事業に必要な経費であることを十分精査し、過大な申請にならないようご注意下さい。なお、機械装置等購入費等により取得した財産については、当該助成事業以外における使用制限及び、資産管理・廃棄等、事前に機構の承認が必要となります。
　以下に助成対象経費算出にあたっての主な留意事項を記載しますが、以下URLの「事務・経理処理事項書」3.1項、3.2項にも留意事項が記載されていますのでご参照願います。

◇事務・経理処理事項書

http://www2.nict.go.jp/ict_promotion/barrier-free/104/doc/manual.pdf
① 費用計上の開始時期は「助成金交付決定通知書」の通知日以降であり、助成対象期間内に発注（契約）し、支払いが完了した費用のみが助成対象経費となります。

　（例外、留意事項が前記「事務・経理処理事項書」3.1.5項に記載されていますので参照願います。）

② 経費としての計上は、すべて消費税抜きの金額（労務費等、消費税の対象とならないものを除く）となります。

③ 申請時の「助成対象経費積算表（添付書類５）」の品名欄には、具体的な名称を記入して下さい。また、用途欄についても可能な限り記入して下さい。
④ 助成対象期間中に、申請時の「助成対象経費積算表（添付書類５）」に存在しない品名が発生した場合は、計画変更承認申請書又は記載事項変更届出書の提出が必要になります。

⑤ 助成対象事業の内容や費目間の金額について変更を行う場合には、計画変更承認申請を行い、機構の承認を受ける必要があります。（ただし、変更時の助成対象経費総額は申請時の助成対象経費総額を超えてはいけません。）変更内容の実施は、原則として「計画変更承認通知書」の通知日以降になります。

⑥ 100％出資子会社との取引は利益分を控除します。
⑦ 自社製品を使用する場合は、製造原価又は社内振替価格で計上して下さい。

２　機械装置等購入費に関して
① 耐用年数1年以上のものであって取得価格(消費税込)が20万円以上のものは、機械装置等購入費に分類します。（取得価格(消費税込)が20万円未満、または耐用年数が1年未満のものは消耗品に計上してください。）
② 助成対象事業用の電子計算機（ＰＣを含む）は、金額の大小に関係なく機械装置等購入費に分類します。（装置に組み込む以外のパソコン・デジタルカメラ・プロジェクタなどの汎用性の高いものは原則として認められません。必要があればレンタルとし、諸経費に計上してください。）
３　外注費・委託費に関する留意事項
① 申請書の添付書類３－２の２．実施体制｢事業を実施する組織、体制及び人員等」に記載されている外注先（委託先）が助成対象経費の対象になります。申請時点において外注先（委託先）が未定の場合は、「外注先（委託先）未定」として申請書に記載して下さい。
② 労務費に比べ極端に外注費が大きい場合又は特定の外注先に集中して発注している場合は、その必要性について十分な説明が必要になることがあります。理由が不十分の場合には助成対象外となる場合があります。

４　労務費に関する留意事項
① 申請書の添付書類３－２の２．実施体制｢事業を実施する組織、体制及び人員等」に記載されている人員（申請者の社員等）のみが助成対象経費の対象になります。（担当者氏名が未定の場合は担当作業名、人数を記載してください。）
② 労務費については、別紙４「健保等級を用いた労務費の積算方法」に従って算出して下さい。

③ 助成対象事業に直接従事しない人については、対象となりません（経理担当者など）。

５　その他経費　消耗品費　に関する留意事項
① 耐用年数1年未満又は20万円未満のものは、消耗品に分類します。（耐用年数1年以上のものであって20万円以上のものは、機械装置等購入費に分類します。）
② 消耗品は、助成対象年度内に使い切る程度の数量とする必要があります。
③ 一般事務用品等については、経費として認めていません。（不可の例：コピー機のトナー、プリンターのインク、机等の事務機器、鉛筆等の一般事務用品など）。
６　その他経費　諸経費　に関する留意事項
６．１　諸経費（光熱水料・通信費）に関する留意事項

　同一建物内で他の業務と共同で利用している場合や、同一人物が他の業務と助成対象事業を兼務している場合は、以下の方法のうち、利用実態から適正な方法で按分計算をして下さい。
(ｱ) 総人数（当該建物に勤務する人数）の総労働時間数合計を分母として、助成対象事業従事者の助成対象事業従事時間数合計を分子として按分計算して下さい。

助成対象費用(月額)＝賃借料・使用料(税抜き月額)×(助成対象担当者の助成対象事業従事時間数合計÷建物を利用する総人数の総労働時間数合計)

(ｲ) 賃貸料に対応する全体のスペースを分母とし、助成対象事業で占有しているスペース分子として按分計算

助成対象費用(月額)＝賃借料・使用料(税抜き月額)×(助成対象事業の占有スペース÷賃借料に対応する全体のスペース)

６．２　諸経費（雇上費）に関する留意事項
① 助成対象事業のために雇用するアルバイト等に係る経費については、労務費ではなく諸経費（雇上費）として計上して下さい。該当するアルバイト等については、雇用契約書又は派遣契約書（勤務時間、日給、時給等が明記されているもの）があることが必要です。
② 契約書に記載されている時給（日給の場合は時給に換算し、小数点以下切捨て）に、助成対象事業等に従事した時間を乗じて下さい。
③ 旅費・出張費等を支払う場合には、契約書等に条件が記載されていることが必要です。

６．３　諸経費（旅費）に関する留意事項
① 助成対象事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うための旅費、検討会議や打ち合わせのための旅費で当該旅行区間の旅行運賃、滞在費等が対象です。
助成対象事業に直接関わらない交通費（例、機構での説明会参加のための交通費等）は助成対象外です。
② 国内出張の場合、交通費・宿泊費（領収書が必要）・日当は、消費税抜きで計上して下さい。
③ 出張時の飲食代、懇親会費は、助成対象にはなりません。
④ 旅行運賃及び滞在費は、原則、助成対象事業者の旅費規程等により算出された経費であり、旅費計算書等により経費内訳を明確にしたものが対象になります。
⑤ グリーン車（Ａ寝台もこれに準ずる）、航空運賃のファースト・エグゼクティブクラス料金は、業務目的からその必要性が考えられないため、助成対象にはなりません。
⑥ タクシー代は、原則助成対象にはなりません。

別紙４
健保等級を用いた労務費の積算方法

１　労務費を積算する際の手順を示します。

（1）助成対象事業の従業員が所属する会社の健康保険組合（または年金事務所）から通知される「標準報酬月額」を確認します。
（2）「標準報酬月額」を基に、全国健康保険協会のホームページの『全国健康保険協会の被保険者の方の保険料額』（参考として次ページに掲載）の標準報酬（月額）欄を索引し、従業員の健保等級が確定できます。
（3）この健保等級を基に、次ページ以降に載せてある「労務費標準単価表」（NICT）から“労務費単価(1H)”を求めます。賞与支給の有無と法定福利費加算の有無により４種類の表から条件にあった表を選択します。

（4）労務費の計算としては、“助成対象事業従事時間数”×“労務費単価(1H)”で算出できます。

２　労務費の算出例

例えば、賞与２回支給の従業員における１ヶ月分の労務費を積算する例を示します。

(1）健康保険組合（または年金事務所）からの通知で標準報酬月額が“380,000”円とします。対象月の労働時間を20日間×８時間＝160時間と仮定します。

(2）全国健康保険協会の「保険料額表」から健保等級を求めると２６等級に該当します。

(3）この健保等級２６等級を基に、「労務費標準単価表」（NICT）の表より、賞与回数「年１回～３回」となるＢ区分より、法定福利費加算の有無「加算あり」の表から労務費単価(1H)：3,380円が求められます。

(4）この従業員が160時間すべて助成対象事業に従事した場合の労務費は

　　　　“160時間／月”　×　“3,380円／時”　＝　540,800円／月　となります。
このようにして、労務費の積算は「労務費標準単価表」（NICT）を用いて算出して下さい。

［注１］　出向契約書、派遣契約書において出向者、派遣労働者へ支給される給与の上限が規定されている場合にはその額を上限額とします。

［注２］　裁量労働制適用者など労働時間が定まっていない従業員の場合は、各月の所定労働時間に時間単価を乗じて算出した額を上限額とします。

３　給与が標準と異なる場合

標準報酬月額は健康保険組合から通知されるが、会社の規定で賞与支給がない人や、賞与支給が４回以上ある人の場合は、「労務費標準単価表」（NICT）の表の賞与回数「なし又は年４回以上」となるＡ区分より、法定福利費の加算の有無に応じて、健保等級より労務費単価(1H)を求めて、上記の例と同様に計算します。

４　NICTの「労務費標準単価表」から時間単価が算出できない場合

　  例えば、アルバイトなどの形態で助成対象事業にかかわっている人の人件費は、労務費ではなく諸経費（雇上費）で計上して下さい。契約書等に日額または時給などから時間単価を求め、助成事業の従事時間数を掛け合わせて雇上費を積算して下さい。
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<労務費標準単価表>

平成23年度適用（単位：円）

賞与回数

法定福利費

加算あり

加算なし

加算の有無

加算あり

加算なし

1

2

区分

3

4

円／時間

円／時間

健保等級

円／時間

円／時間

410

340

1

530

450

�`

982,800

�`

81,900

480

400

2

620

520

982,800

�`

1,138,800

81,900

�`

94,900

540

460

3

700

600

1,138,800

�`

1,294,800

94,900

�`

107,900

600

520

4

780

680

1,294,800

�`

1,450,800

107,900

�`

120,900

670

580

5

870

760

1,450,800

�`

1,575,600

120,900

�`

131,300

710

620

6

920

800

1,575,600

�`

1,669,200

131,300

�`

139,100

750

650

7

980

850

1,669,200

�`

1,778,400

139,100

�`

148,200

800

700

8

1,050

910

1,778,400

�`

1,903,200

148,200

�`

158,600

860

750

9

1,120

970

1,903,200

�`

2,028,000

158,600

�`

169,000

910

800

10

1,190

1,040

2,028,000

�`

2,152,800

169,000

�`

179,400

970

840

11

1,260

1,100

2,152,800

�`

2,277,600

179,400

�`

189,800

1,020

890

12

1,330

1,160

2,277,600

�`

2,418,000

189,800

�`

201,500

1,090

950

13

1,420

1,240

2,418,000

�`

2,574,000

201,500

�`

214,500

1,160

1,010

14

1,510

1,320

2,574,000

�`

2,730,000

214,500

�`

227,500

1,230

1,070

15

1,600

1,390

2,730,000

�`

2,886,000

227,500

�`

240,500

1,300

1,130

16

1,690

1,470

2,886,000

�`

3,042,000

240,500

�`

253,500

1,370

1,190

17

1,780

1,550

3,042,000

�`

3,276,000

253,500

�`

273,000

1,500

1,310

18

1,960

1,700

3,276,000

�`

3,588,000

273,000

�`

299,000

1,640

1,430

19

2,130

1,860

3,588,000

�`

3,900,000

299,000

�`

325,000

1,780

1,550

20

2,310

2,010

3,900,000

�`

4,212,000

325,000

�`

351,000

1,920

1,670

21

2,490

2,170

4,212,000

�`

4,524,000

351,000

�`

377,000

2,050

1,790

22

2,670

2,320

4,524,000

�`

4,836,000

377,000

�`

403,000

2,190

1,910

23

2,850

2,480

4,836,000

�`

5,148,000

403,000

�`

429,000

2,330

2,030

24

3,030

2,640

5,148,000

�`

5,460,000

429,000

�`

455,000

2,460

2,150

25

3,200

2,790

5,460,000

�`

5,772,000

455,000

�`

481,000

2,600

2,270

26

3,380

2,950

5,772,000

�`

6,162,000

481,000

�`

513,500

2,810

2,440

27

3,650

3,180

6,162,000

�`

6,630,000

513,500

�`

552,500

3,010

2,620

28

3,910

3,410

6,630,000

�`

7,098,000

552,500

�`

591,500

3,220

2,800

29

4,180

3,640

7,098,000

�`

7,566,000

591,500

�`

630,500

3,420

2,980

30

4,440

3,880

7,566,000

�`

8,034,000

630,500

�`

669,500

3,630

3,160

31

4,700

4,110

8,034,000

�`

8,502,000

669,500

�`

708,500

3,840

3,340

32

4,970

4,340

8,502,000

�`

8,970,000

708,500

�`

747,500

4,040

3,520

33

5,230

4,580

8,970,000

�`

9,438,000

747,500

�`

786,500

4,250

3,700

34

5,490

4,810

9,438,000

�`

9,906,000

786,500

�`

825,500

4,440

3,880

35

5,740

5,040

9,906,000

�`

10,374,000

825,500

�`

864,500

4,630

4,060

36

5,990

5,280

10,374,000

�`

10,842,000

864,500

�`

903,500

4,820

4,240

37

6,240

5,510

10,842,000

�`

11,388,000

903,500

�`

949,000

5,080

4,480

38

6,570

5,820

11,388,000

�`

12,012,000

949,000

�`

1,001,000

5,330

4,710

39

6,900

6,130

12,012,000

�`

12,636,000

1,001,000

�`

1,053,000

5,590

4,950

40

7,230

6,440

12,636,000

�`

13,338,000

1,053,000

�`

1,111,500

5,900

5,250

41

7,650

6,830

13,338,000

�`

14,118,000

1,111,500

�`

1,176,500

6,220

5,550

42

8,060

7,220

14,118,000

�`

14,898,000

1,176,500

�`

1,241,500

6,540

5,850

43

8,480

7,610

14,898,000

�`

15,678,000

1,241,500

�`

1,306,500

6,860

6,150

44

8,890

7,990

15,678,000

�`

16,458,000

1,306,500

�`

1,371,500

7,240

6,510

45

9,390

8,460

16,458,000

�`

17,394,000

1,371,500

�`

1,449,500

7,630

6,860

46

9,880

8,930

17,394,000

�`

18,330,000

1,449,500

�`

1,527,500

8,010

7,220

47

10,380

9,390

18,330,000

�`

19,110,000

1,527,500

�`

1,592,500

年額範囲

以上〜未満

月額範囲

以上〜未満



健保等級適用者

健保等級適用者以外の者

なし又は年４回以上

年１回〜３回

法定福利費

法定福利費


助成対象事業期間





審査





（約１ヶ月間）





公募期間











（年度末）





各項目ごとの金額は、千円単位とし千円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てて記載願います。








申請





交付決定





実績報告





終了認定・額確定





交付





①





②①





③①





④③①





⑤


③①











PAGE  
６
- ６ -

